
獣医学部等アンケート調査結果　～　動物実験の管理状況と代替法の導入状況について　～

設問番号→ 3（全体についてのコメント） 3-1 3-2 3-3

大学名↓
設問内容→
学部名↓

内部モニタリングについ
て

動物福祉上問題があった際の投書制度
や動物福祉に関する相談窓口はあります
か？

上記以外で、機関内規程や法令への違反
など、不適切な行為を監視する方法

機関内規程や法令への違反など、不適切な
行為があったときの処罰の仕組みと内容

帯広畜産大学 畜産学部
学長の責任のもとに、対
応することになっていま
す。

動物実験委員会事務局が相談及び通報
窓口になっています。
また、大学構内に目安箱を設置している
ほか、本学が設置した外部通報窓口に通
報することもできます。

毎年実施している自己点検・評価のほか、
外部検証機関による外部検証も受審してお
ります。

帯広畜産大学職員懲戒規程に則ります。

北海道大学 獣医学部

あります。
全学 ：公益通報・コンプライアンス通報に
係る通報窓口や動物実験委 員会
部局：ILAR ガイドに規定された Animal
welfare concern の通報システム

動物実験委員会による動物実験施設等の
定期実地調査

個別に動物実験委員会が調査・審議、国立
大学法人北海道大学職員就業規則に沿つ
て対応。部局では 研究院長への報告

酪農学園大学 獣医学群
あります。動物実験委員会委員長宛e-
mailおよび電話による相談を随時受け付
けています。

あります。通報窓口（酪農学園内部監査室）
を設置しています。

酪農学園就業規則、賞罰規程、不服申立審
査規程等を整備しています。

岩手大学 農学部
研究推進課を窓口としており、投書内容は
動物実験委員会で審議しています。

上記以外の監視方法はありません。

学長の責任のもとに、違反の程度によって下
記の処分を科しています。また、法令違反は
あった場合は、文部科学省へ報告します。
・動物実験委員会による厳重注意と再教育
・動物実験の禁止

北里大学 獣医学部 設置しております。

各飼養保管施設毎に健康記録および清掃
記録ノートを設置し、委員会が 週 3 回以
上、確認しております。また、定期的に各飼
養保管施設を査察しております。

学部長の指揮の下、学部内に学部内外の委
員からなる調査委員会を設置し、その調査
結果を学長に報告する。その後懲戒委員会
が召集され、当該職員 の懲戒内容を審議
し、その結果が理事長に答申され、理事会の
承認を受けて懲戒処分が決定される。

東京大学 農学部

全学の相談窓口として、ライフサイエンス
研究倫理支援室が設置されている。また、
研究科内の組織としては、平成 29 年度よ
りライフサイエンス室が設置された。動物
福祉に限ったものではないが、全学に東
京大学コンプライアンス通報窓口が設置さ
れている。

東京大学コンプライアンス基本規則に基づ
き、必要に応じて内部監査等を行うことが
できる。
また、上記ライフサイエンス室では、研究科
における法令、指針、学内規則、社会規範
等に適合した研究の推進業務を担い、動物
実験に関する調査、指導を行っている。

動物実験に関し不適切な行為などがあった
場合、研究科長は実験方法の改善の勧告、
計画の変更、実験の一時停止命令、承認の
取り消しなどを行うことができる。
また、本学の信用を著しく傷つける等、本学
の就業規則に定める懲戒の事由に該当す
ると判断されるような行為があった場合に
は、規程の手続に基づき、調査が実施される
とともに、教員懲戒委員会にて、戒告、減
給、停職、解扉等の処分について審議がな
されることとなっている。

東京農工大学 農学部

投書制度は設定していないが、動物実験
を行っている各学科に小委員が存在し、
それが窓口となっている。委員に対して福
祉上の問題が指摘・連絡された場合に
は、動物実験小委員会で議論し、本学に
在籍する動物福祉の専門家（複数名、国
内だけでなく、国外の指針等のアドバイ
ザーも存在する）にもコメントを求め、対処
する。

授業アンケートや学生アンケートなどには
自由記述欄が存在し、学生自身が不通切で
あるかどうかを監視している。

動物実験小委員会で実験の不承認あるいは
停止を措置することがてきる。

日本大学 生物資源科学部 あります。
「日本大学における研究活動の不正行為対
策に関する内規」によります。

「日本大学における研究活動の不正行為対
策に関する内規」によります。

日本獣医生命科学大
学

獣医学部

動物福祉上の問題のみを専門に扱う相談
窓口は設置されておりませんが、3-2の回
答で示すように庶務課・大学院課・外部に
動物福祉を含めたあらゆる問題に対応す
る窓口が設置されております。また、大学
院生も含めて学生であれば、授業評価ア
ンケート、諸々の学生相談で実習、研究活
動について、問題があれば意見を述べる
ことができます。

動物福祉上の問題に関わらず、学内での不
適切な行為に関しては「日本獣医生命科学
大学倫理委員会」が対応することになって
おり、その窓口として「日本獣医生命科学大
学相談窓口」が庶務課内に設置されており
ます。また、研究活動に係る不正行為への
相談窓口として、「不正行為告発窓口」が大
学院課内に設置されております。さらに、法
人（日本医科大学）が定める外部機関によ
る相談窓口として、Webおよび電話・直接の
いずれから相談出来る会社と契約を結んで
おります。

違反の内容に応じて、上記の「日本獣医生
命科学大学倫理委員会」が招集され、審議さ
れることになります。

麻布大学 獣医学部 麻布大学動物実験委員会窓口。 常に情報収集に務めている。 麻布大学研究倫理委員会  に諮る。

岐阜大学 応用生物科学部 公益通報制度を窓口としております。 公益通報制度と内部監査体制です。
就業規則等の規程により，対応しておりま
す。

大阪府立大学 生命環境科学域
投書制度や相談窓口はありませんが、動
物実験委員が常時受付け、学長の責任の
もとに対応することになっています。

学長の責任のもとに対応することになって
います。

学長の責任のもとに対応することになってい
ます。

鳥取大学 農学部 ある。 職員による見回り等を行っている。
違反者への警告をするとともに、適宜実験停
止等の処置を行う。

山口大学 共同獣医学部

動物福祉に限定した相談窓口はありませ
んが、各部局において、投書箱を設ける，
学部長と学生との懇談会を定期的に設け
る等して様々な相談に応じる体制を整え
ています。

動物使用委員会が、動物使用の安全かつ
適正な実施のために必要な事項を審議、調
査し、必要に応じて学長に報告する体制と
なっています。

懲戒事由に該当する場合は、国立大学法人
山口大学職員就業規則に基づき、懲戒処分
を行います。

宮崎大学 農学部
大学に対する意見、苦情、要望等を相談
する窓口があります。

学内の各学部局等に研究倫理教育責任者
を配置しています。また、動物実験に関する
自己点検・評価報告書を毎年作成していま
す。その他、文部科学省の動物実験の指針
との適合性について、外部有識者による検
証を受検しています。

宮崎大学動物実験規則において、法令等及
び同規則に違反した者に対して、本学の職
員就業規則に基づき懲戒処分などの措置を
講ずることができると定めています。

鹿児島大学 共同獣医学部

動物福祉を含めた動物実験全般にかかる
相談は全学動物実験委員、獣医学的ケア
部門主任（選任獣医師）、共同獣医学部
動物実験委員会委員長、学部長及び研究
推進部研究協力課研究支援係が窓口と
なる。

学長の責任のもとに対応することになって
いる。
また、共同獣医学部に設置されている総合
動物実験施設では獣医学的ケア部門を設
置し、スタッフ（獣医師及び職員）による施設
内の巡回と実験動物の健康チェックを毎日
実施している。

不適切な行為が確認された場合には、全学
動物実験委員会、獣医学的ケア部門主任
（選任獣医師）、共同獣医学部動物実験委員
会委員長及び学部長に報告後、学長の責任
のもとに対応することになっている。
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